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準地下街

1　　準地下街の取扱基準

以下は、弊社拠点の神戸市技術基準です。御注意ください。

2　　準地下街の範囲

http://www.nbs119.co.jp/
弊社top pageへ

第3-1図

第3-2図

ア　地下道の幅員が20m以下の場合

イ　地下道の幅員が20mを越えるもので両側に準地下街が形勢されている場合

(1)　　形　態

(2)　　連続性

(3)　　開口部の面積

(4)　　用　　途

(1)　　地下道の範囲
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第3-3図 第3-5図

第3-4図

第3-6図

ウ　地下道の一部が枝分かれし、その奥に地階入口がある場合

(2)　　建築物の地階等の範囲
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4　　　その他

3　準地下街の通行の用に供される部分

(3)　　地下鉄道施設の取扱
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